[bookmark: _GoBack]第2号様式（第4条関係）
警告書
	
この自動車の所有者は、　　　　年　　月　　日までに、撤去するよう大町町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第6条第2項の規定により警告します。
なお、期限までに撤去しない場合は、町において移動、保管、処分等を行い、これに要した費用を徴収します。


　　　　　　　年　　月　　日



大町町長　　　　　　　印




